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お
知
ら
せ

令和 8年 ４ 月使用分から水道料金が改定されます
問 佐賀西部広域水道企業団 料金課　☎0952−68−2225

■改定の時期について　令和 8年 4月 1日以降の使用分から、新料金での算定となります。

使用水量 令和 8 ・ 9 年度 令和10年度
5㎥ 1,056円 1,254円
10㎥ 2,101円 2,519円
14㎥ 3,333円 3,795円
20㎥ 5,181円 5,709円

使用水量 令和 8 ・ 9 年度 令和10年度
5㎥ 2,101円 2,871円
10㎥ 3,146円 4,136円
14㎥ 4,378円 5,412円
20㎥ 6,226円 7,326円

▲

口径13ｍｍの新料金例（ 1か月につき、税込み）

▲

口径20ｍｍの新料金例（ 1か月につき、税込み）

使用月 ２月 ３月 ４月 ５月

偶数月
検針

旧料金 旧料金 新料金 新料金

４ 月検針（ ５ 月請求分） ６ 月検針（ ７ 月請求分）

※多久市は偶数月検針です

口径 基本料金 従量料金（ 1 ㎥につき）
1〜5   ㎥ 6〜1 0㎥ 11〜20㎥ 21〜30㎥ 31〜100㎥ 101㎥以上

13㎜  1,140円
 （960円） 0円 230円

（190円）

290円
（280円）

305円
（290円） 350円 210円

20㎜  2,610円
 （1,910円）

25㎜  3,870円

290円
（280円）

30㎜  5,760円
40㎜  9,980円
50㎜ 15,710円
75㎜ 37,340円
100㎜ 66,690円

※水道料金は、水道メーターの口径や使用する水量により変わります
※�令和 8・ 9年度は料金改定による水道利用者の急激な負担増をやわらげるために、カッコ内の料金を
適用します

※下水道使用料は引き続き、市町ごとの計算になります

■新水道料金表（ 1か月につき、税抜き）

▲ �

家庭に引き込まれた給水管の口径が大きいほど一度に多くの水を使用することができるため、その分それを支
える施設整備にかかる費用が大きくなり、公平性の観点から口径の大きさ（断面積比）に応じた料金負担額を
設定しました。

　※これは全国的にも多く採用されている料金体系です▲ �

メーター口径を変更することは可能ですので、必要な際は企業団指定給水装置工事事業者へご相談ください。
なお、工事費用はお客様の負担となります。

水道メーター本体のフタ、水道メーター本体のフタ、
検針お知らせ票でメーター検針お知らせ票でメーター
口径が確認できます。口径が確認できます。

■水道料金の計算方法

基本料金基本料金
（メーターの口径に（メーターの口径に
応じて支払う料金）応じて支払う料金）

従量料金従量料金
（使った水量に応じて（使った水量に応じて

支払う料金）支払う料金）
消費税相当額消費税相当額 水道料金水道料金

【計算例】一般的な家庭でメーター口径13ｍｍ、14㎥/月使用した場合� （令和 8・ 9年度）

960960円円 66 ㎥～㎥～1010㎥㎥
190190円×円× 55 ㎥＝㎥＝950950円円

1111㎥～㎥～1414㎥㎥
280280円×円× 44 ㎥＝㎥＝1,1201,120円円 303303円円 3,3333,333円円

口径：013

　　　　　　　　　　　　 ▲▲ �佐賀西部広域水�佐賀西部広域水
道企業団ホーム道企業団ホーム
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